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●申請に必要な書類
※様式については、市から提供します。

①千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助金交付申請書（様式第1号）

②千葉市トライアル発注認定事業販売促進支援補助金交付申請額内訳書（様式第２号）

③補助対象経費の積算基礎となる見積書等経費の内容が分かる書類の写し

④事業計画書（様式第３号）

⑤直近２営業期間の貸借対照表及び損益計算書

（これらの書類がない場合にあっては、直近１年間の事業内容等を記載した書類）

⑥登記事項証明書の写し（３か月以内）

（個人の場合は、確定申告書の写し、事業の開業・廃止等届出書等、代表者、屋号、事業所所在

地等が分かる資料）

⑦法人の場合で、本店が市内に登記されていない場合や事業所が市内外に複数ある場合は、    

   確定申告書類第６号及び第１０号様式の写し（これらの書類がない場合にあっては、市内に  

   実質的な主たる事業所を有することが分かる書類）

⑧誓約書（様式第４号）

＜Ｑ＆Ａ＞
①
Ｑ２０万円までなら複数の経費（例：印刷費・広告費）を合算して申請してもよいか。
Ａ下記の表のとおり可能です。

②
Ｑ認定商品が複数ある場合、一度に申請することは可能か。
Ａ下記の表のとおり可能です。【上限額20万円】※同一年度内に、再度の申請は認められません。

③
Ｑ認定商品が複数ある場合、本補助金を2回に分けて申請することは可能か。
Ａ下記の表のとおり可能です。【各申請の上限額20万円（合計40万円）】

申請 認定商品名 分類 補助の可否 補助上限額

１度目 認定商品Ａ 印刷費 可 ２０万円

２度目 認定商品Ｂ 広告費 可 ２０万円

申請 認定商品名 分類 補助の可否 補助上限額

１度目
認定商品Ａ 印刷費 可

２０万円
認定商品Ｂ 広告費 可

認定商品名 分類 補助の可否 補助上限額

認定商品Ａ
印刷費 可

２０万円
広告費 可

※申請は令和９年１月２９日（金）までとします。
ただし、申請額が予算に達し次第受付を終了します。
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